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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯用情報機器が、サーバに、表示装置の個体識別情報及び前記携帯用情報機器自体の
個体識別情報を送信し、
　前記表示装置が、前記携帯用情報機器が発する電磁波を感知したことを前記サーバに送
信し、
　前記サーバは、前記表示装置に数字または文字を表示させ、
　前記携帯用情報機器は、前記表示装置に表示された前記数字または文字を前記サーバに
送信し、
　前記サーバが、前記携帯用情報機器から送信された前記表示装置の個体識別情報と、前
記携帯用情報機器が発する電磁波を感知した前記表示装置の個体識別情報とを確認し、
　前記携帯用情報機器が、前記サーバに検索信号を送信し、
　前記サーバが、前記検索信号をもとにデータベースを検索し、検索した情報を前記表示
装置に送信し、
　前記表示装置は受信した情報を表示することを特徴とする情報提供方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記表示装置は、前記サーバから送信された情報を蓄積しておく手段を有することを特
徴とする情報提供方法。
【請求項３】
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　請求項１または２において、
　前記サーバが前記携帯用情報機器からの前記検索信号を受信していないとき、前記サー
バは、前記データベースに蓄積された商業広告または公共広告を情報として前記表示装置
に送信することを特徴とする情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、文字、記号、映像、音声等からなる情報を広く提供するシステムに関する。
【０００２】
【従来技術】
情報提供のネットワークに加入した者が、携帯用情報機器を用いて情報提供を受けるとい
うシステムが整ってきている。このようなサービスの例として、まずサービス加入者が携
帯用情報機器から回線を通じてサーバにアクセスし、選択した情報を得るための手続きを
する。すると、サーバはサービス加入者の要求に従い、データベースから情報を検索し、
また、回線を通じて携帯用情報機器に情報を送信し、サービス加入者は、携帯用情報機器
の表示部に表示された情報を得ることができるというものである。
【０００３】
例えば、「○○というタイトルの映画の興行時間」を知りたいと思ったサービス加入者は
、携帯用情報機器から通信のための回線でサーバへ接続して、選択した情報を得るための
信号（ＵＲＬ、検索キーワード等）を入力し、サーバに送信する。サーバはその信号を元
にデータベースで検索し、その結果を携帯用情報機器に向けて送信し、サービス加入者は
、携帯用情報機器の表示部に表示可能なデータの大きさの情報だけ、例えば、「映画タイ
トル：○○、映画館名：××、上映開始時間：△時～、□時～」というように文字情報や
静止画像による情報を得ていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、情報を携帯用情報機器の表示部に表示させる従来の方法では、携帯用情報機器の
小さな表示画面に表示される情報がすべてであった。このため、サービス加入者が得られ
るデータ（情報）の量には限度があり、例えば、テレビのような大きな画面の表示部に動
画を表示して情報を得ることはできなかった。
【０００５】
また、携帯用情報機器の表示部を用いて、データ量の大きな情報を得ようとすると、表示
が完了するまでに長い時間がかかったり、表示能力が不足していたり、携帯用情報機器に
含まれる情報記憶手段では、容量不足ですべてのデータを受信しきれなかったり、という
問題があった。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記のような問題を解決するために、本発明では、従来、サーバから送信され携帯用情報
機器の表示部を用いて表示していた情報を、通信の速度、解像度といった特性が優れてい
る街上に設けられた表示装置等に表示させる情報提供システムである。
【０００７】
携帯用情報機器からサーバに検索信号を送信し、サーバは前記検索信号をもとにデータベ
ースの検索を行い、かつ、検索した情報をホテルのロビー、駅の待合室、街上の大型モニ
ターといった不特定多数の人が存在可能な場所に設置されたテレビまたはプロジェクター
等の表示装置に送信する。表示装置は受信した情報を表示する、という構成の情報提供シ
ステムである。
【０００８】
また、携帯用情報機器を有していれば、情報提供のためのサービスに加入しなくても、誰
でもが表示装置に情報を表示させることで欲しい情報を得ることができ、さらに、表示装
置に情報を表示することで広告することも可能な情報提供システムである。
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【０００９】
なお、本明細書において、情報を得るために携帯用情報機器で入力するキーワード、数字
、記号、音声など様々な形態の信号を検索信号と総称する。
【００１０】
本発明は、データベースを有するサーバと、前記サーバと双方向の通信が可能な携帯用情
報機器と、前記サーバが送信した情報を受信する表示装置と、を用いる情報提供システム
であって、前記携帯用情報機器は、検索信号を前記サーバに送信し、前記サーバは前記検
索信号をもとに前記データベースの検索を行い、かつ、前記表示装置に検索した情報を送
信し、前記表示装置は前記情報を表示することを特徴とする情報提供システムである。
【００１１】
また、第２のサーバが管理するデータベースから情報を得る第１のサーバと、前記第１の
サーバと双方向の通信が可能な携帯用情報機器と、前記第１のサーバからの情報を受信す
る表示装置と、を用いる情報提供システムであって、前記携帯用情報機器は、検索信号を
前記第１のサーバに送信し、前記第１のサーバは第２のサーバと通信する手段を有してお
り、前記検索信号を前記第２のサーバに送信し、かつ、前記第２のサーバが管理するデー
タベースを前記検索信号に基づき検索し、検索した情報を受信し、該情報を前記表示装置
に送信し、前記表示装置は前記情報を表示することを特徴とする情報提供システムである
。
【００１２】
また本発明は、サーバが、携帯用情報機器から送信された検索信号を受信する手段と、前
記携帯用情報機器および表示装置の個体識別を行う手段と、前記検索信号をもとにデータ
ベースの検索を行う手段と、検索した情報を表示装置に送信する手段と、前記携帯用情報
機器に対して情報提供料を課金する手段と、を有することを特徴としている。
【００１３】
また本発明は、携帯用情報機器が、信号入力を行う手段と、サーバに検索信号を送信する
手段と、情報提供を受けるための処理を実行する手段と、前記処理を実行するためのプロ
グラムを記憶しておく手段と、を有し、前記携帯用情報機器は、前記サーバが表示装置の
個体識別を行うための前記表示装置の個体識別情報を送信することを特徴としている。
【００１４】
また本発明は、前記表示装置が個体識別が可能な音声信号を発する手段を有し、前記携帯
用情報機器を用いて前記音声信号を前記サーバに送信し、前記音声信号で前記表示装置の
識別を行うことを特徴とする情報提供システムである。
【００１５】
また本発明は、前記携帯用情報機器と前記表示装置とが、電磁波により個体識別が可能な
信号の通信を行い、前記携帯用情報機器は前記表示装置の個体識別情報を前記サーバに送
信することを特徴とする情報提供システムである。
【００１６】
また本発明は、前記表示装置が、前記サーバから送信された情報を蓄積しておく手段を有
していることを特徴とする情報提供システムである。
【００１７】
また本発明は、前記表示装置が、前記携帯用情報機器が発する検索信号および検索信号以
外の電磁波信号を感知する手段を有していることを特徴とする情報提供システムである。
【００１８】
また本発明は、前記表示装置が、回線によって前記サーバからの情報を受信することを特
徴とする情報提供システムである。
【００１９】
また本発明は、前記表示装置が、衛星を介して前記サーバからの情報を受信することを特
徴とする情報提供システムである。
【００２０】
また本発明は、サーバが検索信号に基づく情報の検索を行わず、情報の送信をしない時は
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、前記サーバから前記表示装置に商業広告または公共広告が情報として送信され前記表示
装置に表示されることを特徴とする情報提供システムである。
【００２１】
また本発明は、前記サーバが宣伝依頼者の広告のための情報を蓄積させて、不特定多数の
人に広告を情報として提供するため前記表示装置に情報を送信し、前記表示装置を前記宣
伝依頼者の広告媒体として用いることができることを特徴とする情報提供システムである
。
【００２２】
また本発明において、前記サーバは、前記表示装置に数字または文字の情報を送信し、前
記表示装置に表示させて、前記携帯用情報機器が前記表示装置に表示された数字または文
字と同じ情報を前記サーバに送信することで、前記サーバは前記携帯用情報機器からの検
索信号であることを確認することを特徴とする情報提供システムである。
【００２３】
また、携帯用情報機器はサーバに情報の検索信号および情報を表示させる表示装置の識別
信号を送信し、前記サーバは前記携帯用情報機器の送信した信号をもとに前記表示装置の
個体識別および情報の検索を行い、前記表示装置に情報を送信し、かつ、情報提供を希望
した前記携帯用情報機器を特定して情報提供料として課金を行うことを特徴とする情報提
供システムである。
【００２４】
また、複数の携帯用情報機器から送信された検索信号をもとにサーバがデータベースの検
索を行い、前記サーバは複数の情報を表示装置に送信し、前記表示装置は複数の領域に分
割された表示部において前記複数の情報を同時に表示し、もしくは前記複数の情報を表示
部に重複させて表示することで、同時に複数の異なる情報を提供することが可能である情
報提供システムである。
【００２５】
また、表示装置は、あらかじめ決められた時間に、またはサーバが操作を行った時に、公
共放送、民間放送、時事ニュースを含めた配信情報から選ばれた一つまたは、当該一つ及
びサーバがデータベースを検索して得た情報と同時に表示することができるように設定さ
れている情報提供システムである。
【００２６】
【発明の実施の形態】
［実施形態１］
不特定多数の人が存在可能な場所（例えば、駅、空港の待合い所）に設置された表示装置
Ｃに情報を表示させる手続を行う手段として携帯用情報機器Ａを用いる方法について図１
で説明する。図２は、本発明の構成を示している。
【００２７】
まず、携帯用情報機器ＡからサーバＢに情報提供を要求するための電話番号でアクセスす
る。携帯用情報機器ＡがサーバＢから情報提供を受けるまでの手続きは、公知の情報提供
の方法（例えば、ＮＴＴにおけるダイヤルＱ２など）を用いればよい。サーバＢは、情報
提供用の電話番号にアクセスしてきたら、情報提供は有料で行われることを伝え、利用者
がそのまま回線を接続し続けたら、課金を承認したとして情報提供を行う。
【００２８】
なお、情報提供システムに関してあらかじめ知識があって（情報提供をうけるための電話
番号等）利用する場合以外に、このシステムに関する予備知識がまったくない人が情報提
供システムを利用する場合も考えられる。
【００２９】
そこで、より多くの人に情報提供システムを利用してもらえるように、携帯用情報機器Ａ
の発した電磁波を感知したら、表示部に専用電話番号や使用方法を表示したり、音声出力
部から音声による呼びかけを行う手段を表示装置に設けたりすることで、より多くの人に
情報提供システムに関心を持ってもらえるようにすればよい。
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【００３０】
表示装置Ｃには、サーバＢが情報を送信する際に、表示装置Ｃの個体識別を可能にするた
め、他の表示装置と識別できるＩＤ番号（番号、記号または名称）を付けるようにする。
携帯用情報機器Ａの個体識別は、例えば、電話番号などで行うことができる。図１、２に
示すように携帯用情報機器Ａから、情報提供を受けるためにサーバＢが携帯用情報機器Ａ
および表示装置Ｃの個体識別を行えるような信号を送信する（図１携帯用情報機器Ａ▲１
▼）。
【００３１】
なお、携帯用情報装置ＡにＩＤ番号を直接入力してサーバＢに送信して表示装置Ｃの個体
識別を行う以外に、表示装置Ｃ自体がＦＡＸで用いられているような公知の個体識別可能
な音声信号を発する手段を設け、音声出力部から発せられる音声信号を携帯用情報機器Ａ
で拾ってサーバＢに通知することで表示装置Ｃの個体識別を行ってもよい。
また、携帯用情報機器Ａおよび表示装置Ｃで光や赤外線等の電磁波により個体識別が可能
な情報交換を行い、その結果をサーバＢに通知して、表示装置Ｃの個体識別を行ってもよ
い。
【００３２】
表示装置Ｃは、携帯用情報機器が発する電磁波を感知する手段を有しており、表示装置Ｃ
の携帯用情報機器Ａが発する電磁波を感知したという反応は、サーバＢに送信されるよう
になっている。以上のように、サーバＢには、携帯用情報機器Ａおよび表示装置Ｃから、
情報提供を行うために確認すべき情報が送信されてくる（図１サーバＢ▲１▼）。
【００３３】
サーバＢは、表示装置Ｃにある数字や文字を表示させ、画面に表示された数字と同じ数字
もしくはこの表示から得られる情報に対する回答を入力して送信させ、表示装置Ｃに情報
を表示させたい人が本当に表示装置Ｃに表示された情報を視認できる位置にいることを確
認できる方法にしてもよい。
【００３４】
サーバＢでは、情報の検索および送信のために必要な事項の確認ができたら、情報提供の
メニュー画面の情報を表示装置Ｃに送信する（図１サーバＢ▲２▼）。表示装置Ｃはその
メニューを表示（図１表示装置Ｃ▲２▼）し、携帯用情報機器Ａから検索信号をサーバＢ
に送信する（図１携帯用情報機器Ａ▲２▼、▲３▼）。
【００３５】
この検索信号をもとに、サーバＢはデータベースの検索を行い、その検索した情報を表示
装置Ｃに送信し（図１サーバＢ▲３▼）、表示装置Ｃは受信した情報を表示する（図１表
示装置Ｃ▲３▼、▲４▼）。
【００３６】
表示装置Ｃに表示された情報よりさらに詳細な情報を得たい場合は、携帯用情報機器Ａか
ら、サーバＢに検索信号を送信する（図１携帯用情報機器Ａ▲４▼、▲５▼）。
【００３７】
選択した情報が表示されるまで携帯用情報機器ＡからサーバＢに検索信号を送信し続ける
ことができ、表示装置Ｃに情報を表示させることができる。
【００３８】
なお、図２に示すようにサーバＢは、他の異なるサーバ（第２のサーバ、第３のサーバな
ど制限はない）との通信が可能であり、サーバＢで検索しても検索信号に見合う情報が見
つからなかったら、サーバＢとは異なる第２のサーバに携帯用情報機器Ａから送信された
検索信号を送信し、第２のサーバが管理するデータベースの検索を行って、第２のサーバ
からサーバＢを経由して、表示装置Ｃに情報を送信してもよい。
【００３９】
サーバＢは、情報の提供を行うのと引き替えに課金を行う。課金方法として考えられる方
式は、▲１▼公知の課金方法（ＮＴＴのダイヤルＱ２サービスで行われているようなあら
かじめ課金を承認し、情報提供して課金する）。▲２▼メニュー画面までは無料で、情報
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提供を始めたら提供した情報量、提供のためにかかった時間または提供のために使用され
たページ数によって課金する。▲３▼情報提供がすべて終了した時点で、情報提供を受け
た側が情報の価値を決めて支払う形式の課金、といったような様々な方法が考えられる。
【００４０】
サーバＢは、携帯用情報機器Ａに対する課金処理を通信回線を管理するＤ（例えば、ＮＴ
Ｔ）に依頼してもよい。
【００４１】
［実施形態２］
携帯用情報機器Ａからの検索信号を受信したサーバＢが、データベースで検索を行い、デ
ータ量の大きな情報を伝達できる回線（例えば、光ファイバー、デジタル放送対応の配線
等データ伝送速度の速い回線）を用いて表示装置Ｃに情報を表示する方法について説明す
る。携帯用情報機器Ａ、サーバＢ、表示装置Ｃ、それぞれの構成を図３、４、５で示す。
また、本実施形態では、携帯用情報機器Ａとして携帯電話を用いている。
【００４２】
図５に示すように、表示装置Ｃには、サーバＢから送信された情報を処理するためのセッ
トトップボックス３０２が設けられている。
【００４３】
例えば、「プロ野球/○○球団」に関する情報を得る場合、まず、情報提供専用の電話番
号でサーバＢに接続し、図３に示すような携帯電話の表示部１０３で確認しながらプッシ
ュボタン（入力手段）１０４を使用して入力し、情報を出力させたい表示装置Ｃに付けら
れた個体識別番号を送信する。
【００４４】
図４に示したサーバＢでは、制御手段２０１で、特定の電話番号にかけてきた携帯電話Ａ
の信号から「携帯電話Ａの個体識別」および「表示すべき表示装置Ｃの個体識別」を行い
、確認ができたら表示装置Ｃの表示部３０３にメニュー画面が表示されるように情報を送
信する。
【００４５】
表示装置Ｃの表示部３０３に表示されたメニュー画面を見ながら「プロ野球/○○球団」
の情報が送信されるように携帯電話Ａのプッシュボタン１０４を用いて検索信号を入力し
サーバＢに送信する。
【００４６】
前記検索信号を受信したサーバＢは、データベース２０２の検索を行い、検索した「プロ
野球/○○球団」に関する情報を表示装置Ｃに送信し、表示装置Ｃは設置されたセットト
ップボックス３０２で受信した情報を処理して表示部３０３で表示する。
なお、表示装置Ｃに情報が表示されたことでサーバＢから表示装置Ｃへの情報送信が終わ
ったことが確認できる。
【００４７】
表示装置Ｃに表示された「プロ野球/○○球団」に関する情報から、さらに情報を絞り込
む検索信号、例えば「プロ野球/○○球団/△△選手」に関する情報を得るための情報信号
をサーバＢに送信してもよい。
【００４８】
携帯用情報機器Ａから検索信号の送信を繰り返すことで、表示装置Ｃの表示部３０３には
「プロ野球/○○球団/△△選手」に関するデータベースに保存されている情報の詳細を表
示する。
【００４９】
さらに、携帯電話Ａを用いて表示装置Ｃの画像表示条件（明るさ、コントラスト、色調）
や言語の入力設定を自分の好みの画面表示や得意な言語で表示するように変更できるよう
にしてもよい。
【００５０】
表示装置Ｃの表示部３０３に情報が確実に表示されない場合には情報提供ができないまま
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、課金が行われるという不都合が生じる可能性がある。このような事故を防ぐため、表示
装置Ｃに情報が表示されない場合は、携帯用情報機器Ａから、サーバＢに表示されない旨
を電子メール等の公知の手段で連絡することで、再度、サーバＢが情報を送信する等のル
ールを作っておくことが好ましい。
【００５１】
サーバＢは、エラーのない状態で情報提供することができたら、課金を行う。課金の方法
については、実施形態１で示したように、様々な方法が考えられる。
【００５２】
なお、複数の情報提供の要求がある場合には、サーバＢで情報提供の順を調停して情報提
供を行う。
【００５３】
［実施形態３］
表示装置に、通常の電話回線のみが接続されている場合、サーバから送信された情報が、
表示装置Ｃに表示されるまでに時間がかかってしまうため、情報の送受信の一例として、
無線による情報の送受信に通信衛星を補助的に用いてもよい。
【００５４】
携帯用情報機器ＡからサーバＢに検索信号を送信し、サーバＢはデータベース２０２の検
索を行う。
【００５５】
データベース２０２で検索された複数の情報の中で、データ量の小さい情報は電話回線を
使用して表示装置Ｃに送信し、データ量の大きな情報は、サーバＢから通信衛星を用いて
表示装置Ｃに送信する。
【００５６】
どちらの方法で送信された情報も表示装置Ｃに接続されたセットトップボックス３０２に
よって処理されて表示装置Ｃの表示部３０３に表示される。さらに詳細な情報を得るため
に、携帯用情報機器Ａから検索信号をサーバＢに送信して検索を繰り返し、表示装置Ｃの
表示部３０３に情報を表示させる。
【００５７】
本実施形態では、情報の送信を補助する手段として通信衛星を用いたが、通信を中継する
手段であれば通信衛星でなくてもよい。
【００５８】
［実施形態４］
ある一定期間、携帯用情報機器Ａから検索信号が送信されない場合は、サーバＢから表示
装置Ｃに商品やサービスを世間に広く知らしめるため営利のための広告（本明細書中では
商業広告とよぶ）や非営利団体による道徳や福祉などに関する広告（本明細書中では公共
広告とよぶ）の情報を送信し表示するシステムにしてもよい。表示装置Ｃを広告媒体とし
て用いるためにこの情報提供システムを利用してもかまわない。
【００５９】
例えば、自分の店の宣伝をしたい者（以下、宣伝依頼者と示す）が、サーバＢと宣伝のた
めに本発明の情報提供システムを使用する契約を結ぶ。例えば、多くの人が表示装置Ｃを
目にする時間帯（宣伝効果の高い時間帯）に、サーバＢに登録（蓄積）されている広告情
報を表示装置Ｃに表示するために情報提供システムを用いるという契約をする。サーバＢ
は「宣伝活動のための情報の蓄積」および「広告（情報）の表示」について、宣伝依頼者
に対して課金を行えばよい。また、情報を表示する時間帯によって料金をかえてもよい。
表示装置Ｃに表示したい情報はあらかじめサーバＢに蓄積されているため、宣伝依頼者は
携帯用情報機器から情報表示の要求をする必要はない。このように情報提供システムとし
て用いられない時間（検索信号の送信がない空白の時間）も有効に利用することもできる
。
【００６０】
さらに、複数の情報（広告）表示の依頼がある場合には、サーバＢが調停を行って、複数
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の宣伝依頼者が順に宣伝活動を行うことができるようにすればよい。
【００６１】
［実施形態５］
人を乗せて運ぶ手段、移動する手段（例えば、バス、タクシー、電車、船等）に設置され
ている表示装置ＣにＩＤ番号等個体識別が可能になる登録を行って、サーバＢから情報を
送信して表示部３０３に情報を表示させてもよい。
【００６２】
表示装置Ｃの表示部３０３に情報を表示するために、携帯用情報機器Ａを入力端末として
用い、サーバＢに検索信号を送信して、サーバＢはデータベース２０２の検索を行い、サ
ーバＢはこの検索した情報を表示装置Ｃに送信して、表示装置Ｃの表示部３０３に表示さ
せればよい。
【００６３】
本実施形態で示す表示装置Ｃを実施形態１～４に記載した情報提供システムまたは広告情
報を表示するための広告媒体として用いてよい。
【００６４】
［実施形態６］
携帯用情報機器Ａは通信時以外にも電磁波を発している。この携帯用情報機器Ａが発する
電磁波を感知する手段を有する表示装置Ｃを用いて情報提供システム自体の広告活動を行
う方法について説明する。
【００６５】
表示装置Ｃは、上記した携帯用情報機器Ａが発する電磁波を感知したら、情報提供システ
ムの概要を説明する表示（どんな方法で情報提供が受けられるのか、どんな情報が得られ
るのか等）をしたり、音声出力部より呼びかけたりできるようにする。
【００６６】
情報提供システムの説明をするための情報は、サーバＢに蓄積しておいて、表示装置Ｃに
送信して表示させてもよいし、表示装置Ｃに設置されたセットトップボックス３０２に情
報を蓄積しておいてもよい。
【００６７】
これにより本発明の情報提供システムの利用を増やす広告媒体として表示装置Ｃを用い、
情報提供システム自体の宣伝活動を行うことができる。
【００６８】
［実施形態７］
表示装置Ｃの表示部は大きく、ひとつの情報、とくに文字情報のみ場合など、その情報だ
けを表示するのに用いるのでは大きな表示部が無駄になってしまう。そこで、情報提供の
流れ（携帯用情報機器Ａからの検索信号→サーバＢがデータベースの検索）を同時に複数
行って、サーバＢから表示装置Ｃに複数の情報を送信して、表示装置Ｃの表示部を複数の
領域に分割し、サーバＢから送信された複数の異なる情報を同時に表示するために用いて
もよい。
また、サーバＢから送信された複数の情報を表示部において重複させて表示してもよい。
【００６９】
なお、実施形態１～６のいずれかと本実施形態を組み合わせて用いてもよい。
【００７０】
［実施形態８］
ある特定の時間になったら、携帯用情報機器Ａからの検索信号を元にサーバＢがデータベ
ースで検索した情報を表示装置Ｃに送信するのではなく、ある特定の放送局を指定し、こ
の通信社、新聞社もしくは放送局が配信している情報をそのまま表示する設定にしてもよ
い。また、サーバＢから、配信情報を表示するための信号を表示装置Ｃに送信しなくても
、表示装置Ｃに設置されたセットトップボックスによって配信情報が表示されるように設
定してもよい。
なお、あらかじめプログラムされた時間に表示させるだけでなく、サーバＢが、放送局が
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うにしてもよい。放送局は、民間放送局（商業放送局ともいう）または公共放送局でもよ
く、配信情報も通常に配信されている内容でもよい。通信社、または新聞社による時事の
ニュースを含む配信情報を表示してもよい。
【００７１】
実施形態７と本実施形態を組み合わせることで、放送の表示と同時に、検索信号による情
報の表示を行うことも可能になる。
【００７２】
なお、本実施形態は、実施形態１～７のいずれかと組み合わせて用いることが可能である
。
【００７３】
【発明の効果】
本発明の情報提供システムによると、携帯用情報機器から、サーバに検索信号を送信する
と、サーバで情報の検索を行い、サーバから不特定多数の人が存在可能な場所にある表示
装置に対して情報が送信され、表示能力の高い表示装置に情報を表示することができる。
【００７４】
携帯用情報機器の小さな表示画面に、情報を表示させる場合とは異なり、表示画面のサイ
ズに制限はなく、さらに、画像の表示能力は高くなり、長時間待たされることなく、大き
な画面でより精細な画像情報を得ることができる。
【００７５】
加えて、携帯用情報機器の表示部にデータ量の大きな情報を表示する必要がないため、消
費電力の低減にもつながり、電源を大きくしなくてよい分、携帯用情報機器そのものを軽
量化することができる。
【００７６】
また、携帯用情報機器を用いることによって、情報提供システムの利用者個人の識別が可
能になるため、情報提供を行う事業者は、情報提供システムを利用した個人に対して、簡
便に課金を行うことができ、情報提供システムの利用者はあたかも自分の部屋でテレビを
リモコンで操るようにして、情報を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　本発明の情報提供システムの流れを説明する図。
【図２】　　本発明の情報提供システムの構成を説明する図。
【図３】　　携帯用情報機器の構成を示す図。
【図４】　　サーバの構成を示す図。
【図５】　　表示装置の構成を示す図。
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